NPO法人あすなろ会　会則

(名称及び事務所)
第１条　本会は、NPO法人あすなろ会と称し事務所は会長宅に置く。

(目　　的)

第２条　本会は、神栖市の障害児者を持つ保護者同士の交流をはかり、障害児者の就労支援や福祉の増進を図る事業等を行い、障害のある人が生きがいを持って安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
　　※障害者とは、知的発達障害者、ダウン症、精神障害者等をいう。
(事　　業)
第3条　本会は、目的達成のため定款に定められた事業を行う。
(組　　織)
第4条　本会のメンバーは、定款で定められた正会員、一般会員及び賛助会員をもって構成する。
(入・退会)
第5条　入会、退会は、定款で定められた通りとする。
(役員及び職務)
第6条　本会の役員は定款で定められた通りとする。
(役員の任期)
第7条　本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会　　議)
第8条　本会の会議は、定款で定める他必要に応じ開催する。
(経費及び会計年度)
第9条　本会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。
　　２　会費は、NPO法人あすなろ会の会費に準ずる。
(慶弔見舞)
第10条　慶弔見舞金は、下表に準じて行う。尚その他の場合は、別途理事会にて検討し決定する。

	対　象
	区　　　　分
	金　　額
	備　　　　　考

	障 害 者
	疾病又は障害により１週間以上の入院
	5千円
	返礼は受けないものとする

	
	死　　　　亡
	　１万円
	

	
	結　　　　婚
	　１万円
	

	会　　員
	死　　　　亡
	　１万円
	

	(保護者)
	災害により住宅、家財を全焼、全壊した時
	　１万円
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